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評価軸と評価の考え方評価軸と評価の考え方

1

第12回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋
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概略評価で抽出した治水対策案について概略評価で抽出した治水対策案について

【概略評価で抽出した治水対策案】

小石原川ダムを含む治水対策案と、概略評価により抽出された治水対策案をあわせた６案の治水対策案を

抽出し、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に示されている７つの評価軸により

評価を行った。

以下では、

と表現することとした。

評価結果については、以下の評価表のとおりである。

※河道内の樹木の伐採、排水機場、二線堤、樹林帯等、水田等の保全（機能保全）、森林の保全、洪水の予測、情報の提供等は全ての対策案に含まれる。

→「雨水貯留施設案」【治水対策案(15)：雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田等の保全（機能向上）＋河道の掘削】

→「輪中堤案」【治水対策案(13)：河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上げ・ピロティ建築等＋土地利用規制】

→「遊水地案」【治水対策案(12)：遊水地（掘込方式［１箇所］）＋河道の掘削】

→「江川ダムかさ上げ案」【治水対策案(7) ：ダムの有効活用（かさ上げ）】

→「河道掘削案」【治水対策案(1) ：河道の掘削】

→「小石原川ダム案」【現計画（ダム案）：河川整備計画（小石原川ダム＋河道改修）】
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治水対策案の評価軸ごとの評価（１／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（１／８）

【河川整備基本方針レベルの洪水】

・雨水貯留施設、水田の保全（機能

向上）は、河川整備基本方針レベル

の洪水が発生した場合、貯留効果を

発揮しない。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

（なお、水位は小石原川ダム案より

も高くなる。）

【河川整備基本方針レベルより大き

い規模の洪水】

・雨水貯留施設、水田の保全（機能

向上）は河川整備基本方針レベルを

上回る大きな洪水が発生した場合、

貯留効果を発揮しない。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

【局地的な大雨】

・河道の水位が小石原川の計画高水

位を上回るまでは安全を確保できる。

【河川整備基本方針レベルの洪水】

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防（輪中堤を含む）決

壊の可能性がある。（なお、水位は

小石原川ダム案より高くなる。）

・宅地のかさ上げ等を行う箇所にお

いては、宅地が浸水する可能性があ

る。

【河川整備基本方針レベルより大き

い規模の洪水】

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防（輪中堤含む）決壊

の可能性がある。

・宅地のかさ上げ等を行う箇所にお

いては、宅地が浸水する可能性があ

る。

【局地的な大雨】

・河道の水位が小石原川の計画高水

位を上回るまでは安全を確保できる。

【河川整備基本方針レベルの洪水】

・遊水地の洪水調節計画は河川整備

計画レベルの洪水から決めることを

想定しており、河川整備基本方針レ

ベルの洪水が発生した場合、遊水地

による洪水調節効果が完全に発揮さ

れないことがある。また、遊水地内

の水位は河道に連動するため、河道

の水位が遊水地の計画貯水位を越え

たら、遊水地の周囲堤の決壊の可能

性がある。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

（なお、水位は小石原川ダム案より

も高くなる。）

【河川整備基本方針レベルより大き

い規模の洪水】

・河川整備基本方針レベルを上回る

大きな洪水が発生した場合、遊水地

は、洪水調節効果が完全に発揮され

ないことがある。また、遊水地内の

水位は河道に連動するため、河道の

水位が遊水地の計画貯水位を越えた

ら、遊水地の周囲堤の決壊の可能性

がある。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

【局地的な大雨】

・河道の水位が小石原川の計画高水

位を上回るまでは安全を確保できる。

・局地的な大雨が遊水地上流域で発

生した場合、遊水地の容量を上回る

までは洪水調節可能である。

【河川整備基本方針レベルの洪水】

・江川ダムのかさ上げに際して、目

標とする洪水調節は河川整備計画レ

ベルの洪水から決めることを想定し

ており、河川整備基本方針レベルの

洪水が発生した場合、江川ダムかさ

上げによる洪水調節効果が完全に発

揮されないことがある。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

（なお、水位は小石原川ダム案より

も高くなる。）

【河川整備基本方針レベルより大き

い規模の洪水】

・江川ダムかさ上げは、ダム流入量

よりも流量を増加させることはない

が、河川整備基本方針レベルを上回

る大きな洪水が発生した場合、江川

ダムかさ上げによる洪水調節効果が

完全には発揮されないことがある。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

【局地的な大雨】

・河道の水位が小石原川の計画高水

位を上回るまでは安全を確保できる。

・局地的な大雨が江川ダム上流域で

発生した場合、江川ダムかさ上げ後

の容量を上回るまでは洪水調節可能

である。

【河川整備基本方針レベルの洪水】

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

（なお、水位は小石原川ダム案より

も高くなる。）

【河川整備基本方針レベルより大き

い規模の洪水】

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

【局地的な大雨】

・河道の水位が小石原川の計画高水

位を上回るまでは安全を確保できる。

【河川整備基本方針レベルの洪水】

・小石原川ダムの洪水調節計画は河

川整備基本方針レベルの洪水から決

められており、河川整備基本方針レ

ベルの洪水が発生した場合、小石原

川ダムによる洪水調節効果を発揮す

る。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

・なお、降雨の地域分布、時間分布

や降雨の規模によっては、小石原川

ダム下流区間での効果量が異なる。

【河川整備基本方針レベルより大き

い規模の洪水】

・小石原川ダムは、ダム流入量より

も流量を増加させることはないが、

河川整備基本方針レベルを上回る大

きな洪水が発生した場合、小石原川

ダムによる洪水調節効果が完全には

発揮されないことがある。

・河道の水位は小石原川の計画高水

位を超え、堤防決壊の可能性がある。

・なお、降雨の地域分布、時間分布

や降雨の規模によっては、小石原川

ダム下流区間での効果量が異なる。

【局地的な大雨】

・河道の水位が小石原川の計画高水

位を上回るまでは安全を確保できる。

・局地的な大雨が小石原川ダム上流

域で発生した場合、小石原川ダムの

容量を上回るまでは洪水調節可能で

ある。

●目標を上回る洪水等が発生

した場合にどのような状態と

なるか

安
全
度
（
被
害
軽
減
効
果
）

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

・小石原川ダム案と同程度の安全を

確保できる。

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

・小石原川ダム案と同程度の安全を

確保できる。

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

・小石原川ダム案と同程度の安全を

確保できる。

・輪中堤の川側の水田等は浸水する

が、宅地等は輪中堤の整備を行うた

め浸水しない。

・その他の箇所については、小石原

川ダム案と同程度の安全を確保でき

る。

・小石原川ダム案と同程度の安全を

確保できる。

・河川整備計画において想定してい

る目標流量を安全に流すことが出来

る。

●河川整備計画レベルの目標

に対し安全を確保できるか

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方
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治水対策案の評価軸ごとの評価（２／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（２／８）

・河川整備計画の計画対象区間にお

いては、小石原川ダム案と同程度の

安全を確保できる。

・輪中堤の川側の水田等は浸水する

が、宅地等は輪中堤の整備を行うた

め浸水しない。

・宅地のかさ上げ等により、宅地等

は浸水しない。

・その他の箇所については、小石原

川ダム案と同程度の安全を確保でき

る。

・河川整備計画の計画対象区間にお

いては、小石原川ダム案と同程度の

安全を確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間にお

いては、小石原川ダム案と同程度の

安全を確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間にお

いては、小石原川ダム案と同程度の

安全を確保できる。

・河川整備計画の計画対象区間にお

いて、河川整備計画で想定している

目標流量を安全に流下させる。

●どの範囲でどのような効果

が確保されていくのか

安
全
度
（
被
害
軽
減
効
果
）

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

【５年後】

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

【10年後】

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

※予算の状況等により変動する場合がある。

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

【５年後】

・江川ダムのかさ上げについては、

事業実施中であり、効果の発現は見

込めないと想定される。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

【10年後】

・江川ダムのかさ上げについては、

事業実施中であり、効果の発現は見

込めないと想定される。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

※予算の状況等により変動する場合がある。

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

【５年後】

・雨水貯留施設等については、事業

実施中であり、施工箇所から順次雨

水貯留施設等下流区間に効果を発現

していると想定される。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

【10年後】

・雨水貯留施設については、施工完

了可能であり、雨水貯留施設下流区

間に効果を発現していると想定され

る。

・雨水浸透施設、水田の保全（機能

向上）については、事業実施中であ

り、施工箇所から順次雨水浸透施設、

水田の保全（機能向上）下流区間に

効果を発現していると想定される。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

※予算の状況等により変動する場合がある。

【５年後】

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

等については、改修を行った区間か

ら順次効果を発現していると想定さ

れる。

【10年後】

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

※予算の状況等により変動する場合がある。

【５年後】

・遊水地については、事業実施中で

あり、効果の発現は見込めないと想

定される。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

【10年後】

・遊水地については、施工完了可能

であり、遊水地の建設地付近を含む

下流区間に効果を発現していると想

定される。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

※予算の状況等により変動する場合がある。

【５年後】

・小石原川ダムについては、事業実

施中であり効果の発現は見込めない

と想定される。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

【10年後】

・小石原川ダムについては、施工完

了可能であり、小石原川ダム下流区

間に効果を発現していると想定され

る。

・河道掘削、堤防整備等の河道改修

については、改修を行った区間から

順次効果を発現していると想定され

る。

※予算の状況等により変動する場合がある。

●段階的にどのように安全度

が確保されていくのか

(例えば5、10年後)

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方
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治水対策案の評価軸ごとの評価（３／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（３／８）

【中止に伴う費用】

・横坑閉塞等に約３億円が必要と見

込んでいる。（費用は共同費ベー

ス）

・これまでの利水負担金の合計は約

35億円である。なお、国が事業を中

止した場合には、水資源機構法に基

づき、費用負担について関係利水者

の同意を得なければならない。

【その他留意事項】

・小石原川ダム建設を前提として朝

倉市が検討を進めてきた水特事業に

よる事業の取り扱いについて、今後、

検討する必要がある。

【中止に伴う費用】

・横坑閉塞等に約３億円が必要と見

込んでいる。（費用は共同費ベー

ス）

・これまでの利水負担金の合計は約

35億円である。なお、国が事業を中

止した場合には、水資源機構法に基

づき、費用負担について関係利水者

の同意を得なければならない。

【その他留意事項】

・小石原川ダム建設を前提として朝

倉市が検討を進めてきた水特事業に

よる事業の取り扱いについて、今後、

検討する必要がある。

【中止に伴う費用】

・横坑閉塞等に約３億円が必要と見

込んでいる。（費用は共同費ベー

ス）

・これまでの利水負担金の合計は約

35億円である。なお、国が事業を中

止した場合には、水資源機構法に基

づき、費用負担について関係利水者

の同意を得なければならない。

【その他留意事項】

・小石原川ダム建設を前提として朝

倉市が検討を進めてきた水特事業に

よる事業の取り扱いについて、今後、

検討する必要がある。

【中止に伴う費用】

・横坑閉塞等に約３億円が必要と見

込んでいる。（費用は共同費ベー

ス）

・これまでの利水負担金の合計は約

35億円である。なお、国が事業を中

止した場合には、水資源機構法に基

づき、費用負担について関係利水者

の同意を得なければならない。

【その他留意事項】

・小石原川ダム建設を前提として朝

倉市が検討を進めてきた水特事業に

よる事業の取り扱いについて、今後、

検討する必要がある。

【中止に伴う費用】

・横坑閉塞等に約３億円が必要と見

込んでいる。（費用は共同費ベー

ス）

・これまでの利水負担金の合計は約

35億円である。なお、国が事業を中

止した場合には、水資源機構法に基

づき、費用負担について関係利水者

の同意を得なければならない。

【その他留意事項】

・小石原川ダム建設を前提として朝

倉市が検討を進めてきた水特事業に

よる事業の取り扱いについて、今後、

検討する必要がある。

【中止に伴う費用】

・発生しない。

【関連して必要となる費用】

・移転を強いられる水源地と、受益

地との地域間で利害が異なることを

踏まえ、水源地域対策特別措置法に

基づき実施する事業（水特事業）が

実施される。（なお、平成18年５月

に水特法に基づくダム指定を受けて

いる。

●その他の費用（ダム中止に

伴って発生する費用等）はど

れくらいか

コ
ス
ト

・約290億円

うち小石原川ダムの効果量に相当す

る雨水貯留施設、雨水浸透施設、水

田の保全（機能向上）、河道掘削費

等

約195億円

・約230億円

うち小石原川ダムの効果量に相当す

る輪中堤、宅地かさ上げ、河道掘削

費等約135億円

・約250億円

うち小石原川ダムの効果量に相当す

る遊水地、河道掘削費等約155億円

・約440億円

うち小石原川ダムの効果量に相当す

る江川ダムかさ上げ等約345億円

・約240億円

うち小石原川ダムの効果量に相当す

る河道掘削費等約145億円

・約210億円

うち小石原川ダム残事業費約115億

円（洪水調節分）
※※小石原川ダム残事業費 約115億円（洪

水調節分）については、参考資料－５に示

す残事業費約1,670億円に、特定多目的ダム

法施行令（昭和32年政令第188号）第二条

（分離費用身替り妥当支出法）に基づく計

算により算出したアロケ率 約7％を乗じて

算出した。

●完成までに要する費用はど

のくらいか

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

・約50百万円／年

※維持管理に要する費用は、雨水貯留施設

案の実施に伴う増加分を計上した。

・河道の掘削を実施した区間におい

て再び堆積する場合は、上記の他に

掘削にかかる費用が必要となる可能

性がある。（なお、河道掘削量（60

万ｍ3 ）は小石原川ダム案よりも多

い。）

・約10百万円／年

※維持管理に要する費用は、輪中堤案の実

施に伴う増加分を計上した。

・河道の掘削を実施した区間におい

て再び堆積する場合は、上記の他に

掘削にかかる費用が必要となる可能

性がある。（なお、河道掘削量（50

万ｍ3 ）は小石原川ダム案よりも多

い。）

・約40百万円／年

※維持管理に要する費用は、遊水地案の実

施に伴う増加分を計上した。

・河道の掘削を実施した区間におい

て再び堆積する場合は、上記の他に

掘削にかかる費用が必要となる可能

性がある。（なお、河道掘削量（50

万ｍ3 ）は小石原川ダム案よりも多

い。）

・約60百万円／年

※維持管理に要する費用は、江川ダムかさ

上げ案の実施に伴う増加分を計上した。

・河道の掘削を実施した区間におい

て再び堆積する場合は、上記の他に

掘削にかかる費用が必要となる可能

性がある。（なお、河道掘削量（30

万ｍ3 ）は小石原川ダム案とほぼ同

程度である。）

・約40百万円／年

※維持管理に要する費用は、河道掘削案の

実施に伴う増加分を計上した。

・河道の掘削を実施した区間におい

て再び堆積する場合は、上記の他に

掘削にかかる費用が必要となる可能

性がある。（なお、河道掘削量（60

万ｍ3 ）は小石原川ダム案よりも多

い。）

・約40百万円／年

※維持管理に要する費用は、小石原川ダム

の整備に伴う増加分を計上した。

・河道の掘削を実施した区間におい

て、再び堆積する場合は、上記の他

に掘削に係る費用が必要となる可能

性がある。（河道掘削量30万ｍ3 ）

●維持管理に要する費用はど

のくらいか

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方
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治水対策案の評価軸ごとの評価（４／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（４／８）

・技術上の観点から実現性の隘路と
なる要素はない。

・技術上の観点から実現性の隘路と
なる要素はない。

・技術上の観点から実現性の隘路と
なる要素はない。

【江川ダムのかさ上げ】
・完成後約40年を経過していること
から、現施設を活用したダムのかさ
上げが技術的に問題はないか、詳細
な調査が必要である。

・技術上の観点から実現性の隘路と
なる要素はない。

・技術上の観点から、実現性の隘路
となる要素はない。

●技術上の観点から実現性の
見通しはどうか

実
現
性

・現行法制度のもとで雨水貯留施設
案を実施することは可能である。

・現行法制度のもとで輪中堤案を実
施することは可能である。
・輪中堤等を行う地域について、土
地の利用を規制する場合には、建築
基準法に基づき災害危険区域を条例
で指定するなどの措置を講じること
が必要となる。

・現行法制度のもとで遊水地案を実
施することは可能である。

・現行法制度のもとで江川ダムかさ
上げ案を実施することは可能である。

・現行法制度のもとで河道掘削案を
実施することは可能である。

・現行法制度のもとで小石原川ダム
案を実施することは可能である。

●法制度上の観点から実現性
の見通しはどうか

【雨水貯留施設】
・雨水貯留施設の対象となる21箇所
の学校、公園及び農業用ため池への
設置が必要であり、土地所有者等と
の合意形成が必要である。なお、現
時点では、本対策案について土地所
有者等に説明等を行っていない。
【雨水浸透施設】
・雨水浸透施設の対象となる家屋約
1万9千戸への設置が必要であり、土
地所有者等との合意形成が必要であ
る。なお、現時点では、本対策案に
ついて土地所有者等に説明等を行っ
ていない。
【水田の保全（機能向上）】
・水田の保全（機能向上）の対象と
なる約187haの水田への設置が必要
であり、土地所有者等との合意形成
が必要である。なお、現時点では、
本対策案について土地所有者等に説
明等を行っていない。
【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応する
ことを基本としており、河道掘削に
伴い約30万ｍ3 の残土が発生する見
込みであり、今後、処分地を確保す
る必要があるが、現時点では、土地
所有者等に説明等を行っていない。

【輪中堤】
・輪中堤は、約0.2haの用地買収が
必要となるため、土地所有者等との
合意形成が必要である。なお、現時
点では、本対策案について土地所有
者等に説明等を行っていない。

【宅地のかさ上げ】
・宅地かさ上げ等に係る約20戸の土
地所有者等との合意形成が必要であ
る。なお、現時点では、本対策案に
ついて土地所有者等に説明等を行っ
ていない。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応する
ことを基本としており、河道掘削に
伴い約20万ｍ3 の残土が発生する見
込みであり、今後、処分地を確保す
る必要があるが、現時点では、土地
所有者等に説明等を行っていない。

【遊水地】
・遊水地により約10haの用地の買収
及び約20万ｍ3 の残土処分地等が必
要となるため、土地所有者等との合
意形成が必要である。なお、現時点
では、本対策案について土地所有者
等に説明等を行っていない。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応する
ことを基本としており、河道掘削に
伴い約20万ｍ3 の残土が発生する見
込みであり、今後、処分地を確保す
る必要があるが、現時点では、土地
所有者等に説明等を行っていない。

【江川ダムのかさ上げ】
・江川ダムのかさ上げに伴い、水没
する約10haの用地の買収及び約50万
ｍ3 の残土処分地等が必要となるた
め、土地所有者等との合意形成が必
要である。なお、現時点では、本対
策案について土地所有者等に説明等
を行っていない。

【河道改修】
・河道改修は、河道掘削で対応する
ことを基本としており、河道掘削に
伴い約30万ｍ3 の残土が発生する見
込みであり、今後、処分地を確保す
る必要があるが、現時点では、土地
所有者等に説明等を行っていない。

【小石原川ダム】
・地元地権者等からなる小石原川ダ
ム水没者対策協議会との損失補償基
準を平成20年３月に妥結して順次買
収を進めており、平成23年度末時点
において、用地取得が約75％（残り
約35ha）、家屋移転が約97％（残り
１戸）完了している。
・なお、導水路（木和田）について
は、土地所有者等の了解を得て、用
地調査を実施しているところである。

●土地所有者等の協力の見通
しはどうか

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

【雨水貯留施設】
・雨水貯留施設の新設に伴い、学校
等の関係機関等との調整が必要にな
る。
【水田の保全（機能向上）】
・水田の保全（機能向上）に伴い、
農林部局等の関係機関等との調整が
必要になる。
【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者と
の調整は、従来通り実施していく必
要がある。

【輪中堤】
・輪中堤の新設に伴い、農林部局等
の関係機関等との調整が必要になる。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者と
の調整は、従来通り実施していく必
要がある。

【遊水地】
・遊水地の新設に伴い、農林部局等
の関係機関等との調整が必要になる。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者と
の調整は、従来通り実施していく必
要がある。

【江川ダムのかさ上げ】
・漁業関係者との調整を実施してい
く必要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者と
の調整は、従来通り実施していく必
要がある。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者と
の調整は、従来通り実施していく必
要がある。

【小石原川ダム】
・漁業補償については、漁業関係者の
了解を得て、漁業実態調査を実施して
いるところである。

【河道改修】
・河道掘削に伴う関係河川使用者と
の調整は、従来通り実施していく必
要がある。

●その他の関係者との調整の
見通しはどうか

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方



7

治水対策案の評価軸ごとの評価（５／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（５／８）

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

【雨水貯留施設等】

・雨水貯留施設、雨水浸透施設、

水田の保全（機能向上）については、

能力を増強することは技術的に可能

であるが、施設管理者の協力が必要

となる。

【輪中堤】

・輪中堤のかさあげが可能な高さに

より対応することができるが、かさ

上げが可能な高さには限界がある。

【宅地のかさ上げ等】

・宅地の再かさ上げの土地所有者の

協力等が必要となると想定されるた

め、柔軟に対応することは容易では

ない。

【遊水地】

・遊水地は、貯水容量を増やすため

に、掘削等により比較的柔軟に対応

することができるが、掘削量には限

界がある。

【江川ダムのかさ上げ】

・かさ上げした江川ダムについて、

さらにかさ上げにより容量を増加す

ることは、技術的には可能であるが、

道路等の施設管理者や土地所有者の

協力等が必要となると想定されるた

め、柔軟に対応することは容易では

ない。

・放流口の改造等による操作ル－ル

見直しについては、技術的に可能で

ある。

【河道改修】

・小石原川では、河道の掘削は、掘

削量の調整により比較的柔軟に対応

することができるが、掘削量には限

界がある。

【小石原川ダム】

・小石原川ダムは、かさ上げにより

容量を増加させることは、技術的に

は可能であるが、道路等の施設管理

者や土地所有者の協力等が必要とな

ると想定されるため、柔軟に対応す

ることは容易ではない。

・放流口の改造等による操作ル－ル

見直しについては、技術的に可能で

ある。

●地球温暖化に伴う気候変化

や社会環境の変化など、将来

の不確実性に対する柔軟性は

どうか

柔
軟
性

【雨水貯留施設等】

・継続的な監視や観測が必要となる

が、管理実績もあり、適切な維持管

理により持続可能である。

【河道改修】

・河道の掘削に伴い堆積状況等の監

視が必要となるが、管理実績もあり、

適切な維持管理により持続可能であ

る。

【輪中堤】

・継続的な監視や観測が必要となる

が、管理実績もあり、適切な維持管

理により持続可能である。

・土地利用規制を継続するための関

係者との調整が必要となる。なお、

現時点では、土地所有者等に説明等

を行っていない。

【河道改修】

・河道の掘削に伴い堆積状況等の監

視が必要となるが、管理実績もあり、

適切な維持管理により持続可能であ

る。

・私有地に対する平常時の土地利用

上の制約、浸水時の土砂・塵芥処理

や補償に関する課題等から、土地利

用規制を継続させるための関係者と

の調整が必要となる。

【遊水池】

・継続的な監視や観測が必要となる

が、管理実績もあり、適切な維持管

理により持続可能である。

【河道改修】

・河道の掘削に伴い堆積状況等の監

視が必要となるが、管理実績もあり、

適切な維持管理により持続可能であ

る。

【江川ダムのかさ上げ】

・継続的な監視や観測が必要となる

が、管理実績もあり、適切な維持管

理により持続可能である。

【河道改修】

・河道の掘削に伴い堆積状況等の監

視が必要となるが、管理実績もあり、

適切な維持管理により持続可能であ

る。

【河道改修】

・河道の掘削に伴い堆積状況等の監

視が必要となるが、管理実績もあり、

適切な維持管理により持続可能であ

る。

【小石原川ダム】

・継続的な監視や観測が必要となる

が、管理実績もあり、適切な維持管

理により持続可能である。

【河道改修】

・河道の掘削に伴い堆積状況等の監

視が必要となるが、管理実績もあり、

適切な維持管理により持続可能であ

る。

●将来にわたって持続可能と

いえるか

持
続
性

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方
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治水対策案の評価軸ごとの評価（６／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（６／８）

【河道改修】

・河道改修による治水安全度の向上

による土地利用の変化が、地域振興

ポテンシャルを顕在化させる契機に

はなり得る。

【輪中堤】

・輪中堤の川側の地域については、

土地利用上大きな制約となる。

【河道改修】

・河道改修による治水安全度の向上

による土地利用の変化が、地域振興

ポテンシャルを顕在化させる契機に

はなり得る。

【河道改修】

・河道改修による治水安全度の向上

による土地利用の変化が、地域振興

ポテンシャルを顕在化させる契機に

はなり得る。

【河道改修】

・河道改修による治水安全度の向上

による土地利用の変化が、地域振興

ポテンシャルを顕在化させる契機に

はなり得る。

【河道改修】

・河道改修による治水安全度の向上

による土地利用の変化が、地域振興

ポテンシャルを顕在化させる契機に

はなり得る。

【小石原川ダム】

・朝倉市により小石原川ダム湖周辺

の利活用、ダム周辺地域及び下流域

の社会基盤整備に加えて、自然体験

地域・レクリエ－ション地域の形成

が検討されており、地域振興の可能

性がある一方で、フォローアップが

必要である。

【河道改修】

・小石原川ダム下流域では、河道改

修とあわせた治水安全度の向上によ

る土地利用の変化が、地域振興ポテ

ンシャルの顕在化の契機にはなり得

る。

●地域振興に対してどのよう

な効果があるか

【雨水貯留施設】

・雨水貯留施設の建設地付近で公園、

学校及び農業用ため池の利用制限を

伴い、受益地は下流であるのが一般

的である。

・小石原川中上流部で雨水貯留施設

を新設するため、地域間の利害の衡

平に係る調整が必要になると予想さ

れる。

【輪中堤】

・輪中堤は、浸水しない住居地域と

浸水する農地等の間で、地域間の利

害の衡平の調整が必要となると予想

される。

【遊水地】

・遊水地では建設地付近で用地買収

や家屋移転補償を伴うが、受益地は

遊水地の建設地付近を含む下流域で

ある。

・小石原川上流で遊水地を新設する

ため、地域間の利害の衡平に係る調

整が必要となると予想される。

【江川ダムのかさ上げ】

・江川ダムをかさ上げする場合、用

地買収等を強いられる地域は江川ダ

ム周辺地域である一方、受益地域は

江川ダムの下流域であることから、

地域間の利害の衡平性を保持するた

め、地域住民の十分な理解、協力を

得る必要がある。

【河道改修】

・整備箇所と効果が発現する範囲が

概ね一致するため、下流から順次河

川整備を進める限り、地域間の利害

の不衡平は生じない。

【小石原川ダム】

・一般的にダムを新たに建設する場

合、移転等を強いられる水源地域と

受益地である下流域との間で、地域

間の利害の衡平の調整が必要になる。

・小石原川ダムの場合には、現段階

で補償措置等により、基本的には水

源地域の理解は得ている状況である。

・なお、このように地域間で利害が

異なることを踏まえ、水源地域対策

特別措置法に基づき実施する事業の

手続きを行っている。（なお、平成

18年５月に水特法に基づくダム指定

を受けている。）

●地域間の利害の衡平への配

慮がなされているか

【雨水貯留施設】

・降雨時に貯留を行うことになるた

め、学校、公園及び農業用ため池の

利用に影響を及ぼすと予想される。

【水田の保全（機能向上）】

・降雨時に貯留を行うことになるた

め、農作物に被害が生じるおそれが

あり、営農意欲の減退など、事業地

の地域の営みに影響を及ぼすと予想

される。

【河道改修】

・大きな影響は特に予想されない。

【遊水地】

・遊水地の新設にあたり、約10haの

用地を買収することは、農業収益減

収など事業地周辺の地域経済を支え

る農業活動に影響を及ぼすと予想さ

れる。

【江川ダムのかさ上げ】

・現時点では、江川ダムかさ上げに

よる新たな湛水に伴う地すべりへの

影響等に係る調査・検討が行われて

いない。

【河道改修】

・大きな影響は特に予想されない。

【小石原川ダム】

・湛水等の影響による地すべりの可

能性がある５箇所において、地すべ

り対策を講ずる必要がある。

●事業地及びその周辺への影

響はどの程度か

地
域
社
会
へ
の
影
響

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方
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治水対策案の評価軸ごとの評価（７／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（７／８）

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水

田の保全（機能向上）】

・自然環境への影響は、想定されな

い。

【河道改修】

（河道掘削面積：約50ha）

（河道掘削量：約60万ｍ3 ）

・河道の掘削により、動植物の生

息・生育環境に影響を与える可能性

があるため、必要に応じて、掘削方

法の工夫、移植及び生育環境の保全

などの環境保全措置を講ずる必要が

ある。

【輪中堤】

・輪中堤の設置により、一部の水田

の消失等に伴い設置箇所の動植物の

生息・生息環境に影響を与える可能

性があるが、周辺に同様の環境が存

在することから影響は限定的と考え

られる。

【河道改修】

（河道掘削面積：約40ha）

（河道掘削量：約50万ｍ3 ）

・河道の掘削により、動植物の生

息・生育環境に影響を与える可能性

があるため、必要に応じて、掘削方

法の工夫、移植及び生育環境の保全

などの環境保全措置を講ずる必要が

ある。

【遊水地】

約10ha（湛水面積）

・遊水地の設置により洪水時の湛水

により、一部の水田等の消失に伴い

設置箇所の動植物の生息・生育環境

に影響を与える可能性があるが、影

響は限定的と考えられる。

【河道改修】

（河道掘削面積：約40ha）

（河道掘削量：約50万ｍ3 ）

・河道の掘削により、動植物の生

息・生育環境に影響を与える可能性

があるため、必要に応じて、掘削方

法の工夫、移植及び生育環境の保全

などの環境保全措置を講ずる必要が

ある。

【江川ダムのかさ上げ】

約10ha（湛水面積：かさ上げによる

増分）

・江川ダムかさ上げに伴い、動植物

の生息・生育環境に影響を与える可

能性があるため、必要に応じて生息

環境の整備や移植等の環境保全措置

を講ずる必要がある。

【河道改修】

（河道掘削面積：約30ha)

（河道掘削量：約30万ｍ3 ）

・河道の掘削により、動植物の生

息・生育環境に影響を与える可能性

があるため、必要に応じて、掘削方

法の工夫、移植及び生育環境の保全

などの環境保全措置を講ずる必要が

ある。

【河道改修】

（河道掘削面積：約50ha）

（河道掘削量：約60万ｍ3 ）

・河道の掘削により、動植物の生

息・生育環境に影響を与える可能性

があるため、必要に応じて、掘削方

法の工夫、移植及び生育環境の保全

などの環境保全措置を講ずる必要が

ある。

【小石原川ダム】

・約120ha（湛水面積）

・動植物の重要な種について、生

息・生育地の消失や改変に伴って生

息・生育に適さなくなると予測され

る種があるため、移動・移植、湿地

環境の整備等の環境保全措置により

影響の回避・低減に努める。

【河道改修】

（河道掘削面積：約30ha）

（河道掘削量：約30万ｍ3 ）

・河道の掘削により、動植物の生

息・生育環境に影響を与える可能性

があるため、必要に応じて、掘削方

法の工夫、移植及び生育環境の保全

などの環境保全措置を講ずる必要が

ある。

●生物の多様性の確保及び流

域の自然環境全体にどのよう

な影響があるか

【雨水貯留施設、雨水浸透施設、水

田の保全（機能向上）】

・水環境への影響は想定されない。

【河道改修】

・水環境への影響は想定されない。

【輪中堤、宅地のかさ上げ】

・水環境への影響は想定されない。

【河道改修】

・水環境への影響は想定されない。

【遊水地】

・遊水地は、平常時は貯留しないた

め、水温・水質など水環境への影響

は限定的と考えられる。

【河道改修】

・水環境への影響は想定されない。

【江川ダムのかさ上げ】

・江川ダムかさ上げに伴う貯水容量

の増加により、回転率は小さくなる

が、その変化は小さいことから、ダ

ム下流での現況水質等の水環境の変

化は小さいと考えられる。

【河道改修】

・水環境への影響は想定されない。

【河道改修】

・水環境への影響は想定されない。

【小石原川ダム】

・小石原川ダム完成後は、江川ダム、

寺内ダムの貯水池運用が変化するこ

とになり、下流河川への放流水温が

急激に低下する場合があると予測さ

れるが、環境保全措置として既設ダ

ムに曝気循環施設を設置することで

影響は緩和され、水環境への影響は

回避・低減されると考えられる。

・なお、水の濁り、富栄養化、溶存

酸素量については、小石原川ダム建

設前後の変化は小さいと予測される。

【河道改修】

・水環境への影響は想定されない。

●水環境に対してどのような

影響があるか

環
境
へ
の
影
響

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方
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治水対策案の評価軸ごとの評価（８／８）治水対策案の評価軸ごとの評価（８／８）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、
河川の流況に応じて再び堆積する可
能性がある。その場合は、掘削が必
要となる。
（なお、河道掘削量（60万ｍ3 ）は
現計画（ダム案）よりも多い）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、
河川の流況に応じて再び堆積する可
能性がある。その場合は、掘削が必
要となる。
（なお、河道掘削量（50万ｍ3 ）は
小石原川ダム案よりも多い。）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、
河川の流況に応じて再び堆積する可
能性がある。その場合は、掘削が必
要となる。
（なお、河道掘削量（50万ｍ3 ）は
小石原川ダムよりも多い。）

【江川ダムのかさ上げ】
・現状と比較して、下流への土砂供
給が変化する可能性があるが、ダム
貯水池で洪水が滞留する時間の差は
大きくなく、江川ダムかさ上げによ
る土砂供給への影響は小さいと考え
られる。

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、
河川の流況に応じて再び堆積する可
能性がある。その場合は、掘削が必
要となる。
（なお、河道掘削量（30万ｍ3 ）は
小石原川ダム案と同程度である）

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、
河川の流況に応じて再び堆積する可
能性がある。その場合は、掘削が必
要となる。
（なお、河道掘削量（60万ｍ3 ）は
小石原川ダム案よりも多い。）

【小石原川ダム】
・小石原川ダム供用開始後の土砂流
動は、小石原川ダムの直下に位置す
る江川ダム下流については、江川ダ
ム供用開始後からの状況が維持され
ると想定される。

【河道改修】
・河道掘削を実施した区間において、
河川の流況に応じて再び堆積する可
能性がある。その場合は、掘削が必
要となる。
（河道掘削量 30万ｍ3 ）

●土砂流動がどう変化し、下

流河川・海岸にどのように影

響するか

環
境
へ
の
影
響

【河道改修】

・河道改修による景観への影響につ

いては限定的と考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

【輪中堤＋宅地のかさ上げ】

・新たに輪中堤を設置するため、景

観が一部変化すると考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

【河道改修】

・河道改修による景観への影響につ

いては限定的と考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

【遊水地】

・新たに周囲堤を設置するため、景

観が一部変化すると考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

【河道改修】

・河道改修による景観への影響につ

いては限定的と考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

【江川ダムのかさ上げ】

・ダム堤体及び付替道路等により景

観が一部変化すると想定されるため、

法面の植生回復等の環境保全措置を

講ずる必要がある。

・人と自然との豊かなふれあいの活

動の場に対する影響は限定的と考え

られる。

【河道改修】

・河道改修による景観への影響につ

いては限定的と考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

【河道改修】

・河道改修による景観への影響につ

いては限定的と考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

【小石原川ダム】
・主要な眺望点や景観資源が事業実
施区域に存在しないことからこれら
に対する影響は想定されない。なお、
原石山及び建設発生土処理場により
眺望景観に変化が生じると予測され
るが、常落混交広葉樹林の植生回復
を図る等の環境保全措置により、そ
の影響は回避・低減されると考えら
れる。

・主要な人と自然との豊かなふれあ

いの活動の場に対する影響は小さい

と考えられる。

【河道改修】

・河道改修による景観への影響につ

いては限定的と考えられる。

・人と自然との触れ合いの活動の場

に変化はないと考えられる。

●景観、人と自然との豊かな

触れ合いにどのような影響が

あるか

雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田
等の保全（機能向上）＋河道の掘削

河道の掘削＋輪中堤＋宅地のかさ上
げ・ピロティ建築等＋土地利用規制

・遊水地（掘込方式［１箇所］）
＋河道の掘削

・ダムの有効活用（江川ダムかさ上げ）

＋河道の掘削
・河道の掘削・小石原川ダム

・小石原川：河道改修

治水対策案 (1)
河道掘削案

・小石原川：河道改修

治水対策案 (7)
江川ダムかさ上げ案

治水対策案 (15)
雨水貯留施設案

治水対策案 (13)
輪中堤案

治水対策案 (12)
遊水地案

現計画（ダム案）
小石原川ダム案

※河川整備計画：直轄区間においては、［筑後川水系河川整備計画【大臣管理区間】（平成18年７月策定）］、指定区間は、［筑後川水系中流平野右岸圏域河川整備計画（案）【福岡県】］を指す。

・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修・小石原川：河道改修

治水対策案と
実施内容の概要

評価軸と
評価の考え方


